
平成２１年（厚）第５号

平成２２年２月２６日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２の５記載

の原処分を取り消し、請求人に対し、後記

第２の２記載の本件不支給分を支給するこ

とを求める、ということである。

第２　再審査請求の経過

１　標記の被保険者であった者であるＡ

( 以下「亡Ａ」という。) は、受給権発

生年月を昭和〇年〇月として、国民年金

法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号）による改正前の厚生年金

保険法（以下「旧法」という。）による

障害年金の受給権を取得し、その支給を

受けていたが、平成〇年〇月〇日に死亡

した（以下、旧法による障害年金を、単

に「障害年金」、亡Ａに係る上記の障害

年金を「本件障害年金」、それに係る亡

Ａの受給権を「本件受給権」という。）。

２　亡Ａに係る社会保険関係記録である

「厚年裁定原簿（失権・厚年）」及び「支

払記録照会」によって認められる事実に

よれば、本件障害年金の支給について

は、次のような経緯があった。すなわ

ち、旧法第９８条第３項には、「受給権

者は、厚生省令の定めるところにより、

社会保険庁長官に対し、厚生省令の定め

る事項を届け出、かつ、厚生省令の定め

る書類その他の物件を提出しなければ

ならない。」、同項にいう厚生省令である

旧法施行規則（以下「旧施行規則」とい

う。）第５１条第１項には、「障害年金の

受給権者は、毎年、指定日までに、次の

各号に掲げる事項を記載した届書を、社

会保険庁長官に提出しなければならな

い。」、同条第２項には、「前項の届書に

は、指定日前１月以内に作成された次の

各号に掲げる書類等を添えなければなら

ない。」とそれぞれ規定され、同項第２

号には、「社会保険庁長官が指定する以

外の者にあっては、その障害の現状に関

する医師又は歯科医師の診断書」が掲げ

られ、旧法第７８条には、「受給権者が、

正当な理由がなくて、第９８条第３項の

規定による届出をせず、又は書類その他

の物件を提出しないときは、保険給付

の支払を一時差し止めることができる。」

と規定されていたところ（以下、上記の

旧施行規則第５１条第１項の規定する届

書及び同条第２項第２号の規定する診断

書を、併せて「現状診断書等」という。）、

本件障害年金の支給については、これら

の規定に基づき、平成〇年に提出される

べき現状診断書等の提出がないとして同

年〇月分からその支払が一時差し止めら

れ、翌年以降も提出がないとして、引き

続きその支払が一時差し止められた状態

となっていたが（以下、この差止めを

「本件差止め」といい、それに係る期間

を「本件差止期間」という。）、平成〇年

〇月〇日に現状診断書等が提出されたと

して（以下、この現状診断書等を「平成

〇年現状診断書」といい、これが提出さ

れた平成〇年〇月〇日を「平成〇年現状

診断書提出時」という。）、同年〇月〇日

に、平成〇年〇月から平成〇年〇月まで

の間に係る分が支払われ（以下、この支

払を「平成〇年〇月支払」という。）、そ

の後の分も、亡Ａが死亡する前月の平成

〇年〇月分までのものが支払われてきて

いた。したがって、本件障害年金で亡Ａ

死亡時までに支給されなかったのは、死

亡月である平成〇年〇月に係る分と、本

件差止期間中のうちの平成〇年〇月から

平成〇年〇月までの間に係る分というこ

とになるところ、上記のように、平成〇

年〇月支払によって、本件差止期間中の

うちの平成〇年〇月から平成〇年〇月ま

での間に係る分が支給されたにもかかわ

らず、平成〇年〇月から平成〇年〇月ま

での間に係る分が支給されなかったの

は、平成〇年現状診断書提出時において



は、それに係る亡Ａの支払を受ける権利

が既に時効によって消滅しているとの理

由によったものと解される（以下、本件

障害年金のうち、この理由により支給さ

れなかった平成〇年〇月から平成〇年〇

月までの間に係る分を「本件不支給分」

といい、それに係る亡Ａの支払を受ける

権利を「本件支払請求権」という。）。

３　請求人は、亡Ａの姉で、同人の死亡の

当時、同人と生計を同じくしていたもの

であるとして、社会保険庁長官に対し、

平成〇年〇月〇日（受付）、本件障害年

金について、亡Ａに支給すべき保険給付

でまだ同人に支給しなかったものがある

として、その未支給の保険給付の支給を

請求した（以下、この請求を「本件支給

請求」という。）。

４　本件支給請求について、社会保険庁長

官は、請求人に対し、平成〇年〇月〇日

付で、亡Ａに係る未支給の保険給付は平

成〇年〇月分の〇万〇〇〇〇円であると

して、これを支給する旨の処分をした（以

下、この処分を「本件処分」といい、そ

れに係る上記の〇万〇〇〇〇円を「本件

支給分」という。）。

５　本件処分は、上記４のように、亡Ａに

係る未支給の保険給付として本件支給分

を請求人に支給するというものである

が、それは、本件支給請求に対する応答

としてなされたものであり、同請求は、

上記３のとおり、本件障害年金について、

亡Ａに支給すべき保険給付でまだ同人に

支給しなかったものがあるとして、その

未支給の保険給付の支給を請求したもの

で、本件支給分の支給のみを求めたわけ

ではないことが明らかであるから、本件

障害年金について、亡Ａに支給すべき保

険給付でまだ同人に支給しなかったもの

は本件支給分のみであるとすることに

よって、それ以外に未支給のものはない

とする旨をもその趣旨に含むものと解す

べきことになる。そして、上記２に示し

た経緯と後記５記載の請求人の主張にか

んがみると、この本件支給分以外の未支

給のものとして本件で問題として取り上

げなければならないのは、本件不支給分

のみであることが明らかであるところ、

本件処分が本件不支給分をもって未支給

のものではないとしたのは、本件審理期

日における保険者の意見をもしんしゃく

すると、平成〇年〇月支払の場合と同様、

本件不支給分に係る本件支払請求権が、

平成〇年現状診断書提出時において既に

時効により消滅していることを理由とし

たものと解される。そこで、以下におい

ては、本件処分中の、この理由によって

本件不支給分は未支給のものではないと

した趣旨の部分を「原処分」ということ

とする。

６　請求人は、本件処分を受け、〇〇社会

保険事務局社会保険審査官に対する審査

請求を経て、当審査会に対し再審査請求

をした。

その趣旨・理由は、別紙１（審査請求

書の別紙）、同２（再審査請求書）及び

同３（「主張書面（再審査請求の理由の

補足）」と題する書面）のとおりであり、

原処分を再審査請求の対象の処分として

挙げ、これを取り消して、請求人に本件

不支給分を支給することを求める旨を趣

旨として掲げた上、その理由として、｢

略 ｣。

第３　問題点

再審査請求の対象とされている原処分の

内容は第２の５記載のとおりであり、これ

を不服とする再審査請求の理由は同６記載

のとおりであるから、本件の問題点は、原

処分が適法で相当といえるか否か、すなわ

ち、原処分が理由としている、本件不支給

分に係る本件支払請求権が平成〇年現状診

断書提出時において既に時効により消滅し

ていることを是認することができるか否

か、である。

第４　当審査会の判断

１　本件受給権は旧法第９２条第１項の規

定する「保険給付を受ける権利」であり

（以下、これを「基本権」という。）、本

件支払請求権は、この基本権に基づき支

払期日ごとに支払うものとされる保険給

付の支給を受ける権利であるが（以下、



これを「支分権」という。）、旧法は、上

記の第９２条第１項で、「保険給付を受

ける権利は、５年を経過したときは、時

効によって、消滅する。」と、基本権に

ついて規定しているだけであるから、支

分権については、会計法の規定が適用さ

れることになるところ、同法第３０条は、

「金銭の給付を目的とする国の権利で、

時効に関し他の法律に規定がないもの

は、５年間これを行わないときは、時効

に因り消滅する。国に対する権利で、金

銭の給付を目的とするものについても、

また同様とする。」、第３１条第２項は、

「金銭の給付を目的とする国の権利につ

いて、消滅時効の中断、停止その他の事

項・・・に関し、適用すべき他の法律の

規定がないときは、民法の規定を準用す

る。国に対する権利で、金銭の給付を目

的とするものについても、また同様とす

る。」と、それぞれ規定している（なお、

平成１９年法律第１１１号による改正後

の現行の厚生年金保険法第９２条第１項

は、「保険給付を受ける権利（当該権利

に基づき支払期日ごとに・・・支払うも

のとされる保険給付の支給を受ける権利

を含む。第４項において同じ。）は、５

年を経過したときは、時効によって、消

滅する。」、同条第４項は、「保険給付を

受ける権利については、会計法・・・第

３１条の規定を適用しない。」と、それ

ぞれ規定し、上記法律第１１１号附則第

４条は、上記の第９２条第１項及び第４

項の規定は、同法律の施行日である平成

１９年７月６日後において上記の厚生年

金保険法による保険給付を受ける権利を

取得した者について適用する旨を定めて

いる。）。

２　そこで、本件についてこれをみると、

次のとおりである。

(1)  当審査会に顕著な事実によれば、

障害年金等の支分権としての年金給付

は、月を単位として、毎年偶数月にそ

れぞれの支払期月の前月までの２か月

分ずつまとめて行われるのが通例であ

り、この支分権の消滅時効について

は、各支払期に係る月分について各支

払期月の翌月の初日を起算日とする旨

の取扱いが行われてきていることが認

められるところ、これを前提とする

と、本件支払請求権は、平成〇年〇月

から平成〇年〇月までの間の本件不支

給分に係るもので、そのうちの最も遅

く支払期が到来する平成〇年〇月分の

支払期月は同年〇月であり、その翌月

の初日である同年〇月〇日がこの〇月

分の消滅時効の起算日となるから、本

件支払請求権の消滅時効の成否につい

ては、平成〇年〇月〇日を起算日とし

て考えればよいことになる。なお、民

法第１６６条第１項は、「消滅時効は、

権利を行使することができる時から進

行する。」と規定しており、本件支払

請求権についてこれを適用すると、そ

の権利を行使することができる時は、

上記の平成〇年〇月〇日よりも前の時

点にあると考えるべき余地もあり得る

が、本件の場合、平成〇年〇月〇日を

起算日としても、本件の帰趨に影響を

及ぼすことはなく、請求人に不利益を

与えることにもならないと思料される

ので、本件支払請求権の消滅時効につ

いては、同日を起算日として扱うこと

とする。

(2)  本件支払請求権に係る本件不支給

分については、第２の２に記載したよ

うに、平成〇年に提出されるべき現状

診断書等の提出がないとして同年〇

月分からその支払が一時差し止めら

れ、翌年以降も提出がないとして、引

き続きその支払が一時差し止められた

状態となっていたところ、第２の２に

記載した経緯と本件手続の全趣旨によ

れば、平成〇年〇月〇日の平成〇年現

状診断書提出時に平成〇年現状診断書

が提出されるまでは、この本件差止め

状態の間に亡Ａによる支払請求等の権

利行使と目されるような行為は全くな

かったことが明らかであるから、他に

特段の事情が存しない限り、本件支払

請求権については、平成〇年〇月〇日



を起算日として消滅時効が進行して、

平成〇年現状診断書提出時においては

既に５年を経過しており、時効によっ

て消滅していたことになることは明ら

かである。

(3)  これに対し、請求人は、第２の５

記載のように、亡Ａは、生前、統合失

調症により意思能力を全く欠いた状態

にあって、現状診断書等を提出するこ

とは不可能であったとして、本件支払

請求権については、本件差止期間中に

その権利の行使がなかったとしても、

そもそも消滅時効は進行しなかったと

いうべきである旨主張する。

そこで、この主張を含め、(2) で判

断した本件支払請求権が時効により消

滅していたというべきであることを妨

げる事情があったか否かを検討する

と、次のとおりである。

ア　まず、「統合失調症により意思能

力を全く欠いた状態にあった」との

点をみると、第２の１記載のように、

亡Ａは、受給権発生年月を昭和〇年

〇月として本件障害年金の支給を受

けていた者であるところ、同２記載

の「厚年裁定原簿（失権・厚年）」、

「支払記録照会」、及び、社会保険業

務センター業務部業務管理課作成名

義の「再審査請求事件に係る資料の

提出について」と題する事務連絡の

書面（平成〇年〇月〇日付）に添付

された亡Ａに係る６通の診断書（い

ずれも、a病院 b科・Ｂ医師作成に

係る平成〇年〇月〇日付のもので、

それぞれ、平成〇年〇月〇日、平成

〇年〇月〇日、平成〇年〇月〇日、

平成〇年〇月〇日、平成〇年〇月〇

日及び平成〇年〇月〇日を現症とす

るものであり、平成〇年現状診断書

提出時に提出されたものと認められ

る。）によれば、少なくとも、本件

差止期間中における亡Ａの本件障害

年金は、統合失調症による障害によ

るもので、その程度は旧法別表第１

に定める２級１４号（「精神に、労

働することを不能ならしめる程度

の障害を残すもの」とされている。）

に該当するとされていたこと、上記

各診断書上、同人の教育歴は「高卒・

〇〇大短大〇年中退」、職歴は「○

○等」とされ、統合失調症による障

害の状態については、上記の各現症

日のいずれにおいても、「日常生活

能力の判定」では、「適切な食事摂取」

及び「身辺の清潔保持」は「自発的

にできるが援助が必要」、「金銭管理

と買物」、「通院と服薬」及び「他人

との意志伝達及び対人関係」は「自

発的にはできないが援助があればで

きる」、「身辺の安全保持及び危機対

応」は「できない」、「日常生活能力

の程度」は、「(1)　精神障害を認め

るが、社会生活は普通にできる」か

ら「(5)　精神障害を認め、身のま

わりのこともほとんどできないた

め、常時の介護が必要である」ま

で、(1) から (5) までに区分されて

いるうち、(3) の「精神障害を認め、

家庭内での単純な日常生活はできる

が、時に応じて援助が必要である」

とされ、「現症時の日常生活活動能

力及び運動能力」は、単に「労働不

能」とされていること、以上の事実

が認められる。

一般に、意思能力とは、自分の行

為の性質を判断することができる精

神的能力であって、その有無は、行

為ごとに個別的に判断されなければ

ならないが、子供でいえば、６、７

歳くらいから意思能力が備わりだす

とされているのであり、上記認定事

実によってうかがわれる亡Ａの精神

障害の程度等を考えると、本件差止

期間中、同人が意思能力を全く欠い

ていたとまで認めることができな

いことは明らかといわなければなら

ず、同期間中における同人の精神的

能力を問題とするのであれば、意思

能力の有無ではなく、行為能力の程

度として取り上げるのが相当である



というべきところ、本件差止期間中

における亡Ａの行為能力の程度は、

現行民法の定める行為能力制度に則

していえば、「補助」に係る「精神

上の障害により事理を弁識する能力

が不十分である者」（民法第１５条

第１項）として被補助人となり得る

者に該当する程度であったと認める

のが相当である。

したがって、「統合失調症により

意思能力を全く欠いた状態にあっ

た」ことを理由とする主張は採用の

限りでない。

イ　次に、本件差止期間中の亡Ａが

「補助」に係るいわゆる制限能力者

であったというべきであることは上

記のとおりであり、再審査請求代理

人は、本件審理期日において、本件

については、民法第１５８条第１項

の規定が適用ないし準用されるべき

である旨をも主張しているので、こ

の点に触れておくと、この主張は、

亡Ａが意思能力を全く欠いていたこ

とを前提とするものである限りにお

いては、既に理由がないといわなけ

ればならないが、仮に、この前提が

認められない場合をもその趣旨に含

むものとしても、にわかにこれを採

用することはできない。すなわち、

民法第１５８条第１項の規定は、未

成年者又は成年被後見人に係る規定

であり、本件差止期間において亡Ａ

が未成年者でも成年被後見人でもな

かったことは明らかであるだけでな

く、この「成年被後見人」というの

は、「精神上の障害により事理を弁

識する能力を欠く常況にある者」と

して、後見開始の審判を受けた者（民

法第７条）であるところ、仮に、「精

神上の障害により事理を弁識する能

力を欠く常況にある者」については、

手続上はこの審判を受けていない場

合でも、上記第１５８条第１項を適

用ないし準用すべきであると考える

余地があるとしても、本件差止期間

における亡Ａの制限能力者としての

程度は、上記の「精神上の障害によ

り事理を弁識する能力を欠く常況に

ある者」とはいえず、「精神上の障

害により事理を弁識する能力が不十

分である者」として被補助人となり

得る者といえる程度であったのであ

り、民法は、被補助人についてはも

とより、「精神上の障害により事理

を弁識する能力が著しく不十分であ

る者」として保佐開始の審判を受け

た被保佐人についてさえ、同条項と

同趣旨の規定をおいていないことを

も考えると、亡Ａについて同条項を

適用ないし準用すべき余地は存しな

いと解するのが相当である。

ウ　そして、以上に検討したほかには、

本件支払請求権が時効により消滅し

たと認定すべきことを妨げる事情を

見いだすことはできない。

(4)  なお、本件差止めが「保険給付に

関する処分」として審査請求・再審査

請求の対象とすることのできるもので

あるとすれば、本件不支給分に係る本

件支払請求権の存否は、本件差止めに

対する不服申立手続によって争われる

べき事柄であったことになり、原処分

に対する不服申立手続においては、も

はやこれを問題とすることができない

と解されることになるが、本件差止め

は「保険給付に関する処分」ではなく、

単なる事実行為であって、亡Ａは、そ

の取消しを求めることなく、直ちに差

止めに係る不支給分の支払を求める訴

訟を提起することが妨げられていたわ

けではないから、本来、本件支払請求

権の存否に係る消滅時効の成否は、こ

の訴訟においてこそ争われるべきで

あったというべきある。したがって、

亡Ａが死亡した後は、本件支払請求権

が相続の対象となるものであれば、こ

れを相続した者において、それに係る

本件不支給分の支払請求訴訟を提起

し、その中で上記消滅時効の成否を争

うべきことになるが、旧法（現行法で



も同様である。）は、本件不支給分の

ような未支給の保険給付については、

相続の対象とせず、特に一定の要件を

備えた者の支給請求に係らせ、それに

対する応答としての処分が行われるも

のとしているので、本件支払請求権の

存否については、亡Ａの生前と死亡後

とで、これを争う法的手続が同一では

ないことになり、本件再審査請求にお

いて、上記存否の認定・判断が必要と

解されることになる。

３　以上のとおりであって、本件不支給分

に係る本件支払請求権は平成〇年現状診

断書提出時において既に時効により消滅

していたというべきであり、原処分は関

係法令に則った適法なもので、不当な点

も存しないから、本件再審査請求は理由

がない。よって、これを棄却することと

し、主文のとおり裁決する。


